
　　・活動時間を午前９時～ もしくは、午後４時～に設定する。

　　・カレー＆フルーツの場合は、食堂ご飯を推奨する。

【右記以外】

0%

・２回目のＦＡＸ送信
　日の正午まで
　→０％

・２回目のＦＡＸ送信
　日の正午以降～前
　日キャンセル
　→７０％

・当日キャンセル
  →１００％

【紙パック飲料、
菓子パン、
おにぎり】
１００％

（引き取り可）

【団体負担率】

　　・発令された場合は、薪を使用する野外炊事を行うことができない。

　□熱中症対策について

　□林野火災注意報・警報について（１月～５月）

【食事のキャンセル料等について】

【野外炊事に関する注意事項】

令和８年度

・団体都合

※感染を予防するための学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖
※悪天候

※　GW等の大型連休や祝日等の関係で上記の日程が早まることがあります。
※　休所日（月曜日、祝日、月曜祝日の場合は、その翌日）は、電話対応等ができませんのでご了承ください。
※　月曜日は休所日のため、火曜日の食事をキャンセルする入所団体は、日曜日の１６：００までに直接お電話にてお伝えください。
※　詳しくは、事前打ち合わせでご確認ください。

キャンセル事由

【その他】

・人数の変更がある場合
※欠席や早退による人数減

・２回目のＦＡＸ送信日の正午までの数量変更は

　できます。

　

・それ以降～当日の数量変更はできません。

　※紙パック飲料、菓子パン、おにぎりは引き取り

・利用予定期間中に各務原市に警報(林野火災警報を除く） が発令された場合
・利用予定期間中に当該団体の所在する市区町村において、警報（林野火災警報を除く）
　が発令された場合
・各務原市教育委員会から、市内小・中学校に休校等の指示が出された場合
・上記以外の団体の責に帰さない事由により、利用不可能となった場合
※上記条件の適応判定は、利用予定期間経過後に速やかに行うものとする。
※林野火災注意報・警報が発令され、薪を使用する野外炊事が禁止された場合の、その野
　　外炊事料を含む。


